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建設工事等における電子契約の導入について 

お 知 ら せ 
 

岡山県 土木部 

 

岡山県が契約する建設工事や測量・建設コンサルタント業務等について、令和７年

１１月以降の入札公告又は指名通知を行うもののうち一部を、次のとおり電子契約を

導入します。 

 

１ 対象となる契約  

 〇 建設工事             設計金額（税込み）８千万円以上 

 〇 測量・建設コンサルタント業務   設計金額（税込み）２千万円以上 

  なお、落札者が希望する場合にのみ電子契約により契約を締結するため、上記金額帯

であっても、引き続き、書面により契約を締結することも可能です。 
※ 令和７年１１月１日以降の入札公告・指名通知による工事、測量・設計コンサルタント業務のう

ち上記金額の案件を対象とします。令和８年６月１日以降の入札公告から、建設工事については、

総合評価落札方式以外の一般競争入札（条件付）によるものも対象とします。 

※ 変更契約は対象としません。特別簡易拡大型（チャレンジ型）も電子契約の対象外です。 

※ 設計金額が上記の金額以上であっても随意契約による場合、その他発注者が電子契約を認めない

旨を公告又は仕様書等で示している案件については、電子契約の対象外とします。 

 

２ 電子契約の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 電子契約利用申出書の提出 

電子契約を希望する場合は、「電子契約利用申出書（工事用）」又は「電子契約利

用申出書（測量・設計コンサル等用）」を落札決定の日の翌日から起算して２週間以

内に契約担当課へワードファイルのまま提出してください。この期限までに「電子契

約利用申出書」の提出がない場合は、電子契約を希望しなかったとみなします。 
 
 (2) 契約書の作成 

工事請負契約書（電子契約用）又は委託契約書（電子契約用）の１ページ目を作成
してください。建設リサイクル法関係の書類を作成する必要がある場合は、併せて提
出してください。 

※ 工事又は業務の始期は、契約保証が必要なものについては、契約保証書発行日（以降）を

書面契約と同様に記入してください。 

※ 押印は不要です。ワードファイルのまま提出してください。 

令和７年 11月４日 

（令和８年３月 17日修正） 

発注者(県)の事務 受注者(業者)の事務

入札結果（落札決定）の通知 入札結果（落札決定）の受領

電子契約利用申出書の提出

建設リサイクル協議 契約保証手続

契約書冒頭頁、リサイクル費用に関する書類、
その他契約関係書類の送付(※)

契約書冒頭頁等及び契約保証の受領・確認
電子契約書の作成処理

契約書冒頭頁、リサイクル関係書類等の作成

電子契約システムへ情報登録
（メールアドレス、契約書等）

電子契約利用申出書の受理

契約書を確認後、承認（署名）

契約書を確認後、承認（署名）

契約締結（契約書をダウンロードして各自で保管）

電子入札S

電子メール
持参等※

電子契約S
からメール

電子契約S
からメール

※ 電子保証以外の契約保証や建退協証紙の場合は、当該証書等の原本を提出すること。

電子契約システム
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 (3) 契約関係書類の提出 

   電子契約利用申出書、契約書の１ページ目の他、請負代金内訳書等契約手続きに必

要な書類を作成の上、原則メール（原本の提出が必要な書類（契約保証（電子保証以

外の場合）、掛金出納書提出用台帳）は郵送又は持参）で送付してください。（原則

PDFファイルでの提出となります。） 

   必要書類について詳しくは、技術管理課ＨＰの「契約締結手続きのご案内」

（https://www.pref.okayama.jp/page/269402.html）のページをご確認ください。 
 
 (4) メールの提出先 

契約担当課 メールアドレス 電話番号 

土 木 部 建 築 営 繕 課 keneizen@pref.okayama.lg.jp 086-226-7508 

備前県民局地域政策部総務課 bizen-keiri@pref.okayama.lg.jp 086-233-9802 

備中県民局地域政策部総務課  bichu-keiyaku@pref.okayama.lg.jp 086-434-7002 

美作県民局地域政策部総務課 mima-keiri@pref.okayama.lg.jp 0868-23-1527 

・上記以外の部署については発注元に送信先のメールアドレスを確認してください。 

  ・送信するファイルに係るメール標題、ファイル名等は次のとおりとしてください。  

    ア メールの標題は、案件番号又は工事名、受注者名、電子契約としてください。 

      例 3300000611020240000 （株）○○建設 （電子契約）  

  イ ファイルの名称はホームページ上の書類の名称と一致させてください。    

  ウ ファイルはzipファイルにまとめた上でメール送信してください。  

  エ メールを送信した後は、必ず契約担当課へ到達確認の電話を行ってください。 
 
 (5) 電子署名手続き・電子契約書の保管 

  ア 電子署名手続き 

      発注者側で電子契約システムに契約書データ等を登録後に電子署名の依頼メール

が電子契約利用申出書に記載されたメールアドレスに届きます。署名期限が設定さ

れていますので、速やかに確認の上、署名手続きを行ってください。 

  イ 電子契約書の保管 

    発注者側でも電子署名を完了したら、署名完了のお知らせメールが届きます。 

14日以内に電子契約をダウンロードして、保存してください。 
 
 (6) その他 

   詳しい内容は、事業者向けの説明会の資料と動画を技術管理課HPの「電子契約（工

事関係）のご案内」（https://www.pref.okayama.jp/page/1001354.html）に掲載し

ていますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】  

土木部技術管理課技術指導班  

ＴＥＬ ０８６－２２６－７４０９ 

https://www.pref.okayama.jp/page/269402.html
https://www.pref.okayama.jp/page/1001354.html

